
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案 概要

１．改正の目的

 電話に関するユニバーサルサービス（第一号基礎的電気通信役務）の範囲については、電気通信事業法施行規則（昭和60
年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。）第14条各号に規定されているところ、電気通信事業法施行規則等の一部を
改正する省令（令和４年総務省令第７号）の施行に伴い、同条第２号の２に災害時用公衆電話が追加されたほか、電気通信
事業法施行規則等の一部を改正する省令（令和５年総務省令第65号）の施行に伴い、加入電話、第一種公衆電話及びワ
イヤレス固定電話に係る離島特例通信についてユニバーサルサービスの対象外とされた。

 他方で、第一種適格電気通信事業者の指定の申請（施行規則第40条の３）等に際して必要となる施行規則様式第38‐２の
表（以下「第一号基礎的電気通信役務収支表」という。）については、災害時用公衆電話に係る収支欄が整備されていない
など、上記改正に対応した規定内容の整備が実施されておらず、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）の施行に支障が
生じ得る。

 このため、第一号基礎的電気通信役務収支表を施行規則第14条の規定に整合させること等を目的として、施行規則の一部
を改正することとする。

２．主な改正内容
第一号基礎的電気通信役務収支表（様式38-２）について、以下の改正を実施。

① 災害時用公衆電話に係る収支欄を追加（災害時用公衆電話の追加に伴う規定の整備）

② 注釈３の現行化等（離島特例通信の除外に伴う規定の整備等）

①災害時用公衆電話の追加 ②離島特例通信の除外

施行規則第14条（電話ユニバの範囲） 整備済 整備済

第一号基礎的電気通信役務収支表 未整備 一部未整備※

※ 収支欄からは除外されているものの、注書部分が未整備
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３．参照条文

（第一号基礎的電気通信役務の範囲）
第十四条 法第七条第一号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの（卸電気通信役務に該当するものを含む。）とする。
一・二 （略）
二の二 災害時に避難所等（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第四十九条の七第一項の規定により指定された指定避難
所その他の同法第三十三条の二第一項第一号に規定する避難所又は災害時に帰宅することが困難な者が一時的に滞在するための施設をい
う。以下この号において同じ。）における公衆による電話の利用を確保するために地方公共団体の要請に基づき電気通信事業者が避難所等
の収容人員おおむね百名当たり一回線の基準によりあらかじめ設置する固定端末系伝送路設備を用いて当該電気通信事業者が提供する音
声伝送役務

三・四 （略）

■ 電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）（抄）
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（第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等）
第四十条の三 法第百八条第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第三十八の申請書に、次に掲げる書類を添えて、
総務大臣に提出しなければならない。
一 （略）
二 第一号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す様式第三十八の二の表（以下この章において「第一号基礎的電気
通信役務収支表」という。）

三～六 （略）

■ 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）（抄）

（基礎的電気通信役務の提供）
第七条 基礎的電気通信役務（国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。
以下同じ。）を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
一 電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの（以下「第一号基礎的電気通信役務」という。）
二 （略）

（第一種適格電気通信事業者の指定）
第百八条 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適
合すると認められるものを、その申請により、第一種適格電気通信事業者として指定することができる。
一・二 （略）

２～５ （略）
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